
日 薬 業 発 第 ３ 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長  荻野 構一 

 

医療法施行令等の一部を改正する政令及び医療法等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の公布について 

 

平素より、本会会務に格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について、厚生労働省医政局地域医療計画課より別添のとおり連絡がありま

したのでお知らせします。 

「医療法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第 87 号。以下、改正法）が令

和７年 12 月 12 日に公布され、順次施行されることに関しましては、令和７年 12 月

24日付け日薬業発第 364号にてご案内のとおりです。 

今般の連絡は、改正法の一部（電子診療録等情報の利活用等の推進等）の施行に

関し、医療法施行令等の一部を改正する政令（令和８年政令第 66 号）及び医療法等

の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

（令和８年厚生労働省令第 39 号）等の関係省令が令和８年３月 27 日に公布され、

政省令について所要の整備等を行ったことに関するものです。 

会務ご多用のところ誠に恐縮ですが、内容につきご了知くださいますようお願い

申し上げます。 

 

＜別添＞ 

 医療法施行令等の一部を改正する政令及び医療法等の一部を改正する法律の一部

の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の公布について（令和８

年３月 27 日付．厚生労働省医政局医療情報担当参事官室、厚生労働省健康・生

活衛生局感染症対策部感染症対策課 事務連絡） 

 



事 務 連 絡 

令和８年３月27日 

 

別記団体 御中 

 

厚生労働省医政局医療情報担当参事官室 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

 

 

医療法施行令等の一部を改正する政令及び医療法等の一部を改正する法律の一

部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の公布について 

 

 標記について、別添のとおり、各都道府県知事、市区町村長、地方厚生（支）

局長宛てに通知を発出しましたので、その内容について御了知いただくととも

に、貴下団体会員等に対する周知方よろしくお取り計らい願います。 

 

  



 

産情発０３２７第６号 

感発０３２７第 34 号 

令和８年３月 27 日 

 

各           殿 

厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長 

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

医療法施行令等の一部を改正する政令及び医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に

伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の公布について 

 

 

医療法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 87号。以下「改正法」という。）につ

いては、令和７年 12 月 12 日に公布されたところですが、改正法の一部（電子診療録等情

報の利活用等の推進等）の施行に関し、医療法施行令等の一部を改正する政令（令和８年

政令第 66号）及び医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令

の整備に関する省令（令和８年厚生労働省令第 39 号）等の関係省令３件が本日公布され、

政省令について所要の整備等を行ったところです。 

その趣旨については下記のとおりですので、貴職におかれては、内容について御了知の

上、関係団体、関係機関等に周知願います。 

  

都 道 府 県 知 事 

市 区 町 村 長 

地方厚生（支）局長 



 

記 

 

第１ 制定・改正の趣旨 

 

１ 医療法施行令等の一部を改正する政令の趣旨 

改正法の施行に伴い、社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）及び

国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）が行う電子診療録等情報管理業

務に係る政令の整備を下記のとおり行う。 

（１）地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令（平成元

年政令第 205号）の一部改正 

医療保険者等が費用を負担する業務の対象に、支払基金電子診療録等情報管理業

務及び連合会電子診療録等情報管理業務が追加されたことに伴い、当該業務に係る

費用負担額の算出方法について規定すること。 

（２）厚生労働省組織令（平成 12年政令第 252号）の一部改正 

ア 支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に関

することを医政局参事官の職務に追加する。 

イ その他所要の改正を行う。 

 

２ 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関

する省令の趣旨 

改正法の施行に伴い、支払基金電子診療録等情報管理業務等に係る厚生労働省関係

省令の整備を下記のとおり行う。 

（１）地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則（平成

元年厚生省令第 34号）の一部改正 

ア 支払基金又は連合会に対する電子診療録等情報の提供について、主に以下の事

項を規定する。 

① 電子診療録等情報を提供する施設は、病院、診療所等とすること 

② 電子診療録等情報の提供方法は、別途通知する厚生労働大臣が定める情報の

送付方法により行うものとすること 

③ ①の開設者又は管理者が、支払基金又は連合会に対し提供する電子診療録等

情報は、紹介状、入院期間中の診療経過の要約、傷病名に関する情報、検査に

関する情報、感染症に関する情報、アレルギーに関する情報、医師その他の医

療従事者が患者に対して行う指導に関する情報等とすること 

イ 支払基金又は連合会が、国民が自らの電子診療録等情報を閲覧できるようにす

るとともに、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は

閲覧できるようにすることについて、主に以下の事項を規定する。 

① 国民による情報の閲覧は、情報提供等記録開示システム（マイナポータル）

を通じて行うもの等とすること 

② 医師等に対する情報の提供や医師等による情報の閲覧は、別途通知する厚生

労働大臣が定める情報の送付方法又は表示方法により行うものとすること 



 

③ 国民が閲覧できるようにする情報は、①の開設者若しくは管理者が国民によ

る閲覧が適切なものとして支払基金若しくは連合会に対して提供した傷病名に

関する情報又は国民による閲覧により、国民に対する良質かつ適切な医療の効

率的な提供に資する検査に関する情報、感染症に関する情報若しくはアレルギ

ーに関する情報又は医師その他の医療従事者が患者に対して行う指導に関する

情報等とすること 

④ 医師等に対し提供し、又は閲覧できるようにする情報は、紹介状又は入院期

間中の診療経過の要約又は①の開設者若しくは管理者が医師等への提供・医師

等による閲覧が適切なものとして支払基金若しくは連合会に対して提供した傷

病名に関する情報又は医師等への提供・医師等による閲覧により、国民に対す

る良質かつ適切な医療の効率的な提供に資する検査に関する情報、感染症に関

する情報若しくはアレルギーに関する情報等とすること 

⑤ 支払基金又は連合会が、医師等に対し必要な情報を提供し、又は閲覧できる

ようにする場合として、患者の同意が得られた場合のほか、人の生命等の保護

のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときを

定めること 

⑥ 医師等として、医師のほか、歯科医師又は薬剤師を定めること 

ウ 電子診療録等情報管理業務以外の目的で支払基金又は連合会による電子診療録

等情報の提供を認める場合として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成 10年法律第 114号）第 56条の 50第２項の規定に基づき、同

条第１項に規定する調査及び研究を行う厚生労働大臣に当該情報を提供する場合

を規定する。 

エ 支払基金が行う電子診療録等情報管理業務に係る特別の会計に関して必要な事

項を規定する。 

オ 連合会が行う電子診療録等情報管理業務等を委託できる者として、公益社団法

人国民健康保険中央会を規定する。 

カ その他所要の改正を行う。 

 

（２）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成 10年

厚生省令第 99号）の一部改正 

ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 56 条の 50 第２項

に規定する厚生労働大臣に対する電子診療録等情報等の提供は、厚生労働大臣が

定める情報の送付方法により行うものとする。 

イ その他所要の改正を行う。 

 

３ 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会

計に関する省令（令和８年厚生労働省令第 40号）の趣旨 

支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計について、経理

原則、特別会計の区分経理・予算、事業計画・資金計画、収入支出の報告、事業報告

書・決算報告書、附属明細書、閲覧期間に関する事項等を定める。 



 

 

４ 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書

に記載すべき事項を定める省令（令和８年厚生労働省令第 41号）の趣旨 

支払基金が行う支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき

事項について規定する。 

 

 

第２ 施行期日 

 令和８年４月１日から施行するものとする。 
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。
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表
以
外
の
部
分
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
又
は
国
の
設
置
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は

助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項
中

「
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
設
置
者
」
を
加
え
、
同
表
第
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
項
上
欄
中
「
か
ら

第
三
項
ま
で
」
を
削
り
、
同
項
中
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
に

対
し
、
必
要
な
報
告
を
命
じ
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
に
対
し
必
要
な
報
告
を
命
じ
、
若
し

く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
す
る
主
務
大
臣
に
対
し
必
要
な
報
告
を
す
べ
き
こ
と
を
申
し
出
」を
加
え
、

同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。


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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
元
年
政
令
第
二
百

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
を
「
支
払
基
金
電
子
診
療
録

等
情
報
管
理
業
務
並
び
に
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
連
合
会
電
子
診
療
録
等

情
報
管
理
業
務
」
に
改
め
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
第
八
十
条
第
七
号
、
第
八
十
一
条
第
四
号
」
を
「
第
八
十
条
第
八
号
、
第
八
十
一

条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
第
九
号
、
第
八
十
一
条
第
六
号
」
を
「
第
八
十
条
第
十
号
、
第

八
十
一
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

（
健
康
増
進
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

健
康
増
進
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
号
中
「
及
び
同
法
」
を
「
、
同
法
」
に
改
め
、「
助
産
所
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
中
「
診
療
所
及
び
助
産
所
」
を
「
同
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療

所
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
産
所
及
び
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

施
設
」
に
改
め
る
。

（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
及
び
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

（
都
市
計
画
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
二
十
六
号
ハ
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
施
設
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
二
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
四
の
項
ヘ
中
「
ホ
」
を
「
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
ニ
か
ら
ヘ
ま
で

と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

施
設

（
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四

十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
又
は
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

（
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住

宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
又
は
同
法
」
を
「
、
同
法
」
に
改
め
、「
助
産
所
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
二

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
る
。

一

特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第

二
号

二

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十

七
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
第
二
条
第
九
号

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六

十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
助
産
所
」
と
い
う
。）」
の
下
に
「
、
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
受
診
施
設
（
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
と
い
う
。）」
を
、「
行
わ

れ
る
も
の
」
の
下
に「（
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
は
、
医
療
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
（
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
」
と
い
う
。）に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加

え
、
同
項
第
二
号
中
「
病
院
等
」
の
下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
、「
も
の
」
の
下
に「（
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
助
産
所
」

の
下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
、「
除
く
」
を
「
除
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
病
院
等
」
の

下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
、「
行
わ
れ
る
も
の
」
の
下
に「（
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
第
十
九
号
中
「
助
産
所
」
の
下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
、「
も
の
を
除
く
」

を
「
も
の
を
除
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
」
に
改
め

る
。

（
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周

辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
又
は
医
療
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

一

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百

二
十
四
号
）
第
七
条
第
三
号

二

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平

成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
第
七
条
第
三
号

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十

八
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
第
八
十
条
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
八
十
一
条
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
第
八
十
条

第
八
号
及
び
第
九
号
、
第
八
十
一
条
第
五
号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
第
九
号
、
第
八

十
一
条
第
六
号
」
を
「
第
八
十
条
第
十
号
、
第
八
十
一
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
の
二
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
二
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
（
第
百
二
十
条
第
五
号
に
お
い
て
「
支
払
基
金
電
子
診

療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
と
い
う
。）及
び
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
（
診
療
録
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）

に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

第
三
十
九
条
の
二
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す

る
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
（
第
百
二
十
一
条
第
二
号
に
お
い
て
「
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報

管
理
業
務
」
と
い
う
。）に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。





（
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
の
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
四
条
第
一
項
の
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一

項
の
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項
及
び
第
二
十
八
条
の
項
の
項
中
「
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
項
、
第

二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項
」
を
削
り
、
同
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
四
条
第
二
項
の
項
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
の
項
及
び
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項

主
務
大
臣

当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は

助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者

で
あ
る
国
立
大
学
法
人

医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
五
条
第
一

項
の
項
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
の
項

主
務
大
臣

国
立
大
学
法
人

医
療
法
施
行
令
第
四
条
の
五
の
表
前
条
第
一
号
の
項

及
び
前
条
第
二
号
の
項

主
務
大
臣

国
立
大
学
法
人

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
百
二
十
条
第
五
号
中
「
こ
と
（
」
の
下
に
「
連
結
情
報
提
供
、」を
、「
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
関
係
業
務
」
の

下
に
「
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
を
、「
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
、」の
下
に
「
介
護
保

険
法
第
百
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、「
、
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
及
び
連
結
情
報
提
供
」を「
及

び
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
一
条
第
二
号
中
「
高
齢
者
医
療
関
係
業
務
」
を
「
連
結
情
報
提
供
、
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理

業
務
」
に
、「
、
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
及
び
連
結
情
報
提
供
」
を「
及
び
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
」に
改
め
、「
並

び
に
」
の
下
に
「
高
齢
者
医
療
課
及
び
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
施
行
令
等
の
規
定
の
技

術
的
読
替
え
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
施
行
令
等
の
規
定

の
技
術
的
読
替
え
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
表
前
条
第
一
号
の
項
及
び
前
条
第
二
号
の
項
中「
主
務
大
臣
」と
あ
る
の
は
、「
国

立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
一
条
の
五
」
の
下
に
「
及
び
第
四
条
の
五
」
を
加
え
る
。

一

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
表
医
療

法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

二

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号
）
第
十
八
条
第
二

項
の
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

三

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令

第
四
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

四

国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
法
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
医

療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
」
の
下
に
「
第
四
条
の
五
並
び
に
」
を
加
え
る
。内

閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

環
境
大
臣

石
原

宏
高





医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
処
方
箋
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
閲
覧
等
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
処
方
箋
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
閲
覧
等
）

第
十
条

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
閲
覧
は
、
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
（
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
附
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
第
十
五
条
第
二
項
及

び
第
十
九
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
条

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
閲
覧
は
、
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
（
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
附
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
第
十
五
条
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。）を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
十
九
条
の
二

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

病
院

二

診
療
所

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
）

第
十
九
条
の
三

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
基
金
又
は
連
合
会
に
対
す
る
電
子
診
療
録
等
情

報
（
同
項
に
規
定
す
る
電
子
診
療
録
等
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
情

報
の
送
付
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
九
号

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎



別添２



（
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
十
九
条
の
四

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
診
療
録
そ
の
他
の
心
身
の
状
況
に
関
す
る
記
録
に
係
る

情
報
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

（
新
設
）

一

紹
介
状
（
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
を
含
む
。）

二

入
院
期
間
中
の
診
療
経
過
の
要
約
（
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
を
含
む
。）

三

次
に
掲
げ
る
情
報

イ

傷
病
名
に
関
す
る
情
報

ロ

検
査
に
関
す
る
情
報

ハ

感
染
症
に
関
す
る
情
報

ニ

ア
レ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
情
報

四

医
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
が
患
者
に
対
し
て
行
う
指
導
に
関
す
る
情
報

五

そ
の
他
必
要
な
情
報

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
等
）

第
十
九
条
の
五

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
民
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
は
、
情
報

提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

２

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
民
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報

に
つ
い
て
の
み
行
う
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
情
報
（
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
の
開
設
者

又
は
管
理
者
が
国
民
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
適
切
な
も
の
と
し
て
支
払
基
金
又
は
連
合
会
に
対
し
て
提
供
し
た

も
の
に
限
る
。）

二

前
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
国
民
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医

療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）

三

前
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
情
報
（
国
民
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医

療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）

四

前
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
情
報
（
国
民
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医

療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）

五

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
情
報

六

前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
情
報
の
う
ち
必
要
な
情
報

３

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
医
師
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
師
等
」

と
い
う
。）に
対
す
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
又
は
医
師
等
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
は
、
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
情
報
の
送
付
方
法
又
は
表
示
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
等
に
対
す
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
又
は
医
師
等
に
よ

る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
に
つ
い
て
の
み
行
う
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報

三

前
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
情
報
（
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
の
開
設
者

又
は
管
理
者
が
医
師
等
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
又
は
医
師
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
適
切
な
も
の
と
し
て
支
払

基
金
又
は
連
合
会
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
に
限
る
。）

四

前
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報（
医
師
等
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
又
は
医
師
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



五

前
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
情
報（
医
師
等
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
又
は
医
師
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）

六

前
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
情
報（
医
師
等
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
又
は
医
師
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）

七

前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
情
報
の
う
ち
必
要
な
情
報

（
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
十
九
条
の
六

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産

の
保
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
十
九
条
の
七

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
当
該
患
者
に
医
療
を
提
供
す
る

歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
十
二
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
十
九
条
の
八

法
第
十
二
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
五
十
六
条
の
五
十
第
二
項
に
基
づ
き
、
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
支
払
基
金
又
は
連
合
会
が
電
子
診
療

録
等
情
報
を
提
供
す
る
場
合
と
す
る
。

（
新
設
）

（
再
編
計
画
の
認
定
の
申
請
）

（
再
編
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
編
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条

法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
編
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請

書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

法
第
十
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
医
療
法
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
の
場

に
お
け
る
協
議
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

四

法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
医
療
法
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る

協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
及
び
書
類
の
ほ
か
、
再
編
計
画
が
法
第
十
三
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
要

件
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
及
び
書
類
の
ほ
か
、
再
編
計
画
が
法
第
十
二
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
要

件
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
再
編
計
画
の
記
載
事
項
）

（
再
編
計
画
の
記
載
事
項
）

第
二
十
一
条

法
第
十
三
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条

法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
再
編
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

（
再
編
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
二
十
二
条

法
第
十
三
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条

法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
再
編
計
画
の
実
施
に
支
障
が
な
い

と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
変
更

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
再
編
計
画
の
実
施
に
支

障
が
な
い
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
変
更

（
特
別
会
計
）

（
特
別
会
計
）

第
二
十
五
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
、
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
、

支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
特
別
の
会
計
は
、
医

療
介
護
情
報
化
等
特
別
会
計
と
す
る
。

第
二
十
五
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
、
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
及

び
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
に
係
る
特
別
の
会
計
は
、
医
療
介
護
情
報
化
等
特
別
会
計
と
す
る
。

（
法
第
三
十
七
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
五
条
の
二

法
第
三
十
七
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
公
益
社
団
法
人
国
民
健
康
保
険
中

央
会
と
す
る
。

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
六
条

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
三
条
の
二
（
第
十
三

条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
三
条
の
三
（
第
十
三
条
の
五
第
三
項
及
び
第
十
三

条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
三
条
の
四
（
第
十
三
条
の
五
第
三
項
及
び
第
十
三

条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
三
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、第
十
三
条
の
六
、

第
十
三
条
の
七
第
一
項
、
第
十
三
条
の
八
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
（
法
第
十
八
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七
条
第
一
項
（
法
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
並
び
に

第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

第
二
十
六
条

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
二
条
の
三

（
第
十
二
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
二
条
の
四
（
第
十
二
条
の
六
第
三
項
及

び
第
十
二
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
二
条
の
五
（
第
十
二
条
の
六
第
三
項
及

び
第
十
二
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
二
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十

二
条
の
七
、
第
十
二
条
の
八
第
一
項
、
第
十
二
条
の
九
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
（
法
第
十
八

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七
条
第
一
項
（
法
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第

一
項
並
び
に
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
十
七
条

法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
保
護
の
実
施
機
関
と
す
る
。

第
二
十
七
条

法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
保
護
の
実
施
機
関
と
す
る
。

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
十
一
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
十
一
章

（
略
）

第
十
一
章
の
二

感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
医
薬
品
の
研
究
開
発
（
第
三
十
一

条
の
四
十
一

第
三
十
一
条
の
五
十
三
）

第
十
一
章
の
二

感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
医
薬
品
の
研
究
開
発
（
第
三
十
一

条
の
四
十
一

第
三
十
一
条
の
五
十
二
）

第
十
二
章

（
略
）

第
十
二
章

（
略
）

附
則

附
則

（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
電
子
診
療
録
等
情
報
等
の
提
供
）

第
三
十
一
条
の
五
十
三

法
第
五
十
六
条
の
五
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
電
子
診
療
録

等
情
報
等
の
提
供
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
情
報
の
送
付
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
支
払
基
金
電
子
診

療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令

（
経
理
原
則
）

第
一
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。）は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録

等
情
報
管
理
業
務
（
以
下
「
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
と
い
う
。）に
係
る
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
財
産
の
増
減
及
び
異
動
並
び
に
収
益
及
び
費
用
を
そ
の
発
生
の
事
実
に
基
づ
い
て
処
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
勘
定
区
分
）

第
二
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
介
護
情
報
化
等
特
別
会
計
の
う
ち
、
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
支
払
基

金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
経
理
に
お
い
て
は
、
貸
借
対
照
表
勘
定
及
び
損
益
勘
定
を
設
け
、
貸
借
対
照
表
勘
定
に
お
い
て
は
資
産
、
負
債
及
び
資
本
を
計
算
し
、
損
益
勘
定
に
お
い
て
は
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す
る
。

（
予
算
の
内
容
）

第
三
条

前
条
の
経
理
の
予
算
は
、
予
算
総
則
及
び
収
入
支
出
予
算
と
す
る
。



別添３
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（
予
算
総
則
）

第
四
条

予
算
総
則
に
は
、
収
入
支
出
予
算
に
関
す
る
総
括
的
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

一

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
費
の
指
定

二

第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
経
費
の
指
定

三

そ
の
他
予
算
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
予
算
の
添
付
書
類
）

第
五
条

支
払
基
金
は
、
法
第
二
十
七
条
前
段
の
規
定
に
よ
り
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
し
、
予
算
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
事
業
年
度
の
予
定
貸
借
対
照
表
及
び
予
定
損
益
計
算
書

二

当
該
事
業
年
度
の
予
定
貸
借
対
照
表
及
び
予
定
損
益
計
算
書

三

そ
の
他
当
該
予
算
の
参
考
と
な
る
書
類

２

支
払
基
金
は
、
法
第
二
十
七
条
後
段
の
規
定
に
よ
り
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
し
、
予
算
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労

働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
変
更
が
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、
当
該
変
更
後
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
備
費
）

第
六
条

支
払
基
金
は
、
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
る
支
出
予
算
の
不
足
を
補
う
た
め
、
収
入
支
出
予
算
に
予
備
費
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

支
払
基
金
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
予
備
費
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

支
払
基
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
使
用
の
理
由
、
金
額
及
び
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
算
の
流
用
）

第
七
条

支
払
基
金
は
、
支
出
予
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
予
算
に
定
め
る
目
的
の
ほ
か
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
予
算
の
実
施
上
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
き
は
、
支
出
予
算
に
定
め
た
各
項
の
間
に
お
い
て
理
事
会
の
議
決
を
経

て
、
相
互
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

支
払
基
金
は
、
予
算
総
則
で
指
定
す
る
経
費
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
経
費
の
間
又
は
他
の
経
費
と
の
間
に
相
互
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

支
払
基
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
流
用
の
理
由
、
金
額
及
び
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
算
の
繰
越
し
）

第
八
条

支
払
基
金
は
、
予
算
の
実
施
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
支
出
予
算
の
経
費
の
金
額
の
う
ち
当
該
事
業
年
度
内
に
支
出
決
定
を
終
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
を
翌
事
業
年
度
に
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
予
算
総
則

で
指
定
す
る
経
費
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
払
基
金
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
年
度
末
ま
で
に
、
事
項
ご
と
に
繰
越
し
を
必
要
と
す
る
理
由
及
び
金
額
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

支
払
基
金
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
越
し
を
し
た
と
き
は
、
翌
事
業
年
度
の
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
繰
越
計
算
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
繰
越
計
算
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

繰
越
し
に
係
る
経
費
の
支
出
予
算
現
額

二

前
号
の
経
費
の
支
出
予
算
現
額
の
う
ち
支
出
決
定
済
額

三

第
一
号
の
経
費
の
支
出
予
算
現
額
の
う
ち
翌
事
業
年
度
へ
の
繰
越
額

四

第
一
号
の
経
費
の
支
出
予
算
現
額
の
う
ち
不
用
額

（
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
）

第
九
条

法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
四
条
第
三
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
行
う
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
事
項

二

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
資
金
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

資
金
の
調
達
方
法

二

資
金
の
使
途

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

３

支
払
基
金
は
、
法
第
二
十
七
条
後
段
の
規
定
に
よ
り
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
事
業
計
画
又
は
資
金
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し

た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
入
支
出
等
の
報
告
）

第
十
条

支
払
基
金
は
、
毎
月
、
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
は
そ
の
金
額
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
に
よ
り
、
翌
月
末
日
ま
で
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
事
業
報
告
書
）

第
十
一
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
事
業
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
内
容
、
職
員
の
定
数
及
び
そ
の
前
事
業
年
度
末
と
の
比
較
、
沿
革
、
支
払
基
金
の
設
立
の
根
拠
と
な
る
法
律
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
で
あ
る
旨
及
び
支
払
基
金
電
子
診
療
録

等
情
報
管
理
業
務
を
行
う
根
拠
と
な
る
法
律
が
法
で
あ
る
旨
並
び
に
主
管
省
庁
が
厚
生
労
働
省
で
あ
る
旨

二

役
員
の
定
数
並
び
に
各
役
員
の
氏
名
、
役
職
、
任
期
及
び
経
歴

三

そ
の
事
業
年
度
及
び
過
去
三
事
業
年
度
以
上
の
事
業
の
実
施
状
況
（
第
九
条
第
一
項
の
事
業
計
画
及
び
同
条
第
二
項
の
資
金
計
画
の
実
施
の
結
果
を
含
み
、
国
か
ら
補
助
金
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
そ
の
名
称
、
受
入
れ
に
係

る
目
的
及
び
金
額
を
含
む
。）

四

支
払
基
金
が
対
処
す
べ
き
課
題
（
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

（
決
算
報
告
書
）

第
十
二
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
決
算
報
告
書
は
、
収
入
支
出
決
算
書
と
す
る
。

２

前
項
の
決
算
報
告
書
に
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
予
算
総
則
に
規
定
し
た
事
項
に
係
る
予
算
の
実
施
の
結
果
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
入
支
出
決
算
書
）

第
十
三
条

前
条
第
一
項
の
収
入
支
出
決
算
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
収
入
に
関
す
る
事
項

イ

収
入
予
算
額

ロ

収
入
決
定
済
額

ハ

収
入
予
算
額
と
収
入
決
定
済
額
と
の
差
額

二

次
に
掲
げ
る
支
出
に
関
す
る
事
項

イ

支
出
予
算
額

ロ

前
事
業
年
度
か
ら
の
繰
越
額

ハ

予
備
費
の
使
用
の
金
額
及
び
そ
の
理
由

ニ

流
用
の
金
額
及
び
そ
の
理
由

ホ

支
出
予
算
現
額

ヘ

支
出
決
定
済
額

ト

翌
事
業
年
度
へ
の
繰
越
額

チ

不
用
額

（
附
属
明
細
書
）

第
十
四
条

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
附
属
明
細
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
主
な
資
産
及
び
負
債
の
明
細

イ

引
当
金
及
び
準
備
金
の
明
細
（
引
当
金
及
び
準
備
金
の
種
類
ご
と
の
事
業
年
度
当
初
及
び
事
業
年
度
末
に
お
け
る
状
況
を
含
む
。）

ロ

固
定
資
産
の
取
得
及
び
処
分
並
び
に
減
価
償
却
費
の
明
細

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
現
金
及
び
預
金
、
受
取
手
形
、
売
掛
金
、
支
払
手
形
、
買
掛
金
、
未
決
算
勘
定
そ
の
他
の
主
な
資
産
及
び
負
債
の
明
細

二

次
に
掲
げ
る
主
な
費
用
及
び
収
益
の
明
細

イ

国
か
ら
の
補
助
金
等
の
明
細
（
当
該
事
業
年
度
に
国
か
ら
交
付
を
受
け
た
補
助
金
等
の
名
称
、
当
該
補
助
金
等
に
係
る
国
の
会
計
区
分
並
び
に
当
該
補
助
金
等
と
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
掲
記
さ
れ
て
い
る
関
連
科
目
と
の

関
係
を
含
む
。）

ロ

役
員
及
び
職
員
の
給
与
費
の
明
細

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
の
特
性
を
踏
ま
え
重
要
と
認
め
ら
れ
る
費
用
及
び
収
益
の
明
細

（
閲
覧
期
間
）

第
十
五
条

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
（
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
財
務
諸
表
及
び
附
属
明
細
書
並
び
に
事
業
報
告
書
、決
算
報
告
書
及
び
監
事
の
意
見
書
に
係
る
も
の
に
限
る
。）は
、

五
年
間
と
す
る
。

（
会
計
規
程
）

第
十
六
条

支
払
基
金
は
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
の
財
務
及
び
会
計
に
関
し
、
法
及
び
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
払
基
金
は
、
前
項
の
会
計
規
程
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

３

支
払
基
金
は
、
第
一
項
の
会
計
規
程
を
制
定
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
及
び
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
、
遅
滞
な
く
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
一
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
業

務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
二
項
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
行
う
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
（
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
を
い
う
。）に
関
し
必
要
な
事
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



別添４




